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一 般 会 計





議案第２号 

 

令和３年度矢板市一般会計予算 

 

 令和３年度矢板市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,008,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行

為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、600,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（1)  各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和３年２月２６日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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第２表　債務負担行為
（単位：千円）

第３表　地　方　債

起債の方法

55,300

臨 時 財 政 対 策 債 783,000

23,300

公 営 住 宅 整 備 事 業

21,600
限を短縮し、又は繰上償

還若しくは低利に借換え

街 路 事 業 27,000
することができる。

道 路 整 備 事 業 203,300 証券発行
ただし、市財政の都合に

県 単 農 道 整 備 事 業 14,800
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）あああ
あ あ あ あ あ

14,100

公 園 整 備 事 業

とし、その他については

借入先融資条件による。

河 川 整 備 事 業 27,500

普通貸借 ４．０％以内 借入の日から３０年以内

より据置期間及び償還期

又　　　は

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

県 営 土 地 改 良 事 業 2,700

令 和 ３ 年 度 用 地 取 得 奨 励 金
令和３年度から
令和５年度まで

44,400

（単位：千円）

令和３年度栃木県信用保証協会の矢板市
中 小 企 業 振 興 資 金 （ 創 業 資 金 ）
融 資 保 証 に 対 す る 損 失 補 償

令和３年度から
令和１０年度まで

令和３年度の融資額のうち栃木県信
用保証協会が債務の保証を行うことに
より生ずる代位弁済額から株式会社日
本政策金融公庫が支払う保険金の額
を控除した額の2分の１に相当する額

令和３年度栃木県信用保証協会の矢板市
中 小 企 業 振 興 資 金 （ 創 業 資 金 ）
利 子 補 給 金

令和３年度から
令和１０年度まで

令 和 ３ 年 度 の 融 資 額 の う
ち 中 小 企 業 支 援 資 金 融 資
利 子 補 給 金 交 付 要 綱 第 3
条 に 基 づ き 算 出 し た 額

事 項 期 間 限 度 額

令和３年度栃木県信用保証協会の矢板市
中小企業振興資金（緊急経営強化支援資金）
融 資 保 証 に 対 す る 損 失 補 償

令和３年度から
令和１０年度まで

令和３年度の融資額のうち栃木県信
用保証協会が債務の保証を行うことに
より生ずる代位弁済額から株式会社日
本政策金融公庫が支払う保険金の額
を控除した額の2分の１に相当する額

体 育 施 設 整 備 事 業

消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 197,100

国 民 体 育 大 会 推 進 事 業
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介 護 保 険 特 別 会 計





議案第３号 

 

令和３年度矢板市介護保険特別会計予算 

 

 令和３年度矢板市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,165,800 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和３年２月２６日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計





議案第４号 

 

令和３年度矢板市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和３年度矢板市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,614,800 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、70,000 千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場

合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

(2) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和３年２月２６日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計





議案第５号 

 

令和３年度矢板市後期高齢者医療特別会計予算 

 

令和３年度矢板市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 407,100 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定によ

る一時借入金の借入れの最高額は、50,000 千円と定める。 

 

令和３年２月２６日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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ハッピーハイランド矢板排水処理事業
特 別 会 計





議案第６号 

 

令和３年度矢板市ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計予算 

 

 令和３年度矢板市のハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計の予算は、次

に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,600 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和３年２月２６日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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水 道 事 業 会 計





議案第７号 

 

令和３年度矢板市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和３年度矢板市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 ⑴ 給 水 戸 数         13,000 戸 

 ⑵ 年 間 給 水 量       3,540,000 ㎥ 

 ⑶ 一 日 平 均 給 水 量          9,699 ㎥ 

 ⑷ 主要な建設改良事業   施設整備事業  事業費 435,972 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

   収  入 

 第１款 水道事業収益     911,000 千円 

第１項 営業収益      827,173 千円 

第２項 営業外収益      83,824 千円 

第３項 特別利益            3 千円 

   支  出 

 第１款 水道事業費用     726,000 千円 

第１項 営業費用      684,729 千円 

第２項 営業外費用      39,651 千円 

第３項 特別損失         620 千円 

第４項 予備費         1,000 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 470,000 千円は、当年度分損益勘定留保資金 332,285 千

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 36,324 千円及び建設改良積

立金 101,391 千円で補てんするものとする。）。 
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   収  入 

 第１款 資本的収入       68,000 千円 

第１項 企業債        50,000 千円 

第２項 国庫補助金         1 千円 

第３項 負担金        17,997 千円 

第４項 出資金          1 千円 

第５項 固定資産売却代金        1 千円 

   支  出 

 第１款 資本的支出       538,000 千円 

第１項 建設改良費     440,447 千円 

第２項 企業債償還金     96,552 千円 

第３項 補助金返還金       1 千円 

第４項 予備費         1,000 千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

施設整備 

事  業 
 50,000千円 証書借入 

4.0％以内 

（ただし、利率見直し

方式で借り入れる資金

について、利率の見直

しを行った後において

は、当該見直し後の利

率） 

借入の日から４０年以内と

し、その他については借入

先の融資条件による。ただ

し、企業財政その他の都合

により据置期間及び償還期

限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えする

ことができる。 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 
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第１款 水道事業費用 

 第１項 営業費用 及び 第２項 営業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

⑴ 職員給与費        70,499 千円 

 ⑵ 交 際 費            10 千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 水道事業の営業助成として、他の会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

公共消火栓維持管理のため 8,350 千円、市営住宅給水装置維持管理のため 1,879 千

円、公共下水道事業会計職員庁舎使用のため 1,299 千円、マッピングシステム保守

（下水道分）のための 2,025 千円である。 

 

（他会計からの負担金） 

第１０条 水道事業の経費のうち、他の会計からこの会計へ負担を受ける金額は、公

共消火栓設置のための 3,500 千円である。 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産購入限度額は、13,000 千円と定める。 

 

   令和３年２月２６日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎 
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下 水 道 事 業 会 計





議案第８号 

 

令和３年度矢板市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和３年度矢板市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 ⑴ 接 続 戸 数               5,037 戸 

 ⑵ 年 間 排 水 量            2,106,203 ㎥ 

 ⑶ 一 日 平 均 排 水 量               5,770 ㎥ 

 ⑷ 主要な建設改良事業   管渠建設改良費  273,541 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

   収  入 

 第１款 下水道事業収益    917,400 千円 

第１項 営業収益      277,803 千円 

第２項 営業外収益     639,594 千円 

第３項 特別利益            3 千円 

   支  出 

 第１款 下水道事業費用    749,100 千円 

第１項 営業費用      690,230 千円 

第２項 営業外費用      57,209 千円 

第３項 特別損失         161 千円 

第４項 予備費         1,500 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額 263,200 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額 25,706 千円、当年度分損益勘定留保資金 64,672 千円及び当年度未処分

利益剰余金 172,822 千円で補てんするものとする。）。 
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   収  入 

 第１款 資本的収入      279,800 千円 

第１項 企業債       172,600 千円 

第２項 補助金        91,700 千円 

第３項 受益者分担金          1 千円 

第４項 受益者負担金     15,499 千円 

   支  出 

 第１款 資本的支出       543,000 千円 

第１項 建設改良費     314,470 千円 

第２項 固定資産購入費     2,050 千円 

第３項 企業債償還金    225,180 千円 

第４項 予備費         1,300 千円 

 

（企業債） 

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利   率 償 還 の 方 法 

施設整備 

事  業 
172,600千円 証書借入 

4.0％以内 

（ただし、利率見直し

方式で借り入れる資金

について、利率の見直

しを行った後において

は、当該見直し後の利

率） 

借入の日から４０年以内と

し、その他については借入

先の融資条件による。ただ

し、企業財政その他の都合

により据置期間及び償還期

限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えする

ことができる。 

 

（一時借入金） 

第６条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

第１款 下水道事業費用 
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 第１項 営業費用 及び 第２項 営業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

⑴ 職員給与費          54,465 千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 下水道事業経営安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

291,152 千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１０条 当年度未処分利益剰余金のうち 172,822 千円は、次のとおり処分するもの

と定める。 

⑴ 第４条資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てんとして 

172,822 千円 

 

   令和３年２月２６日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎 
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